
霧島山（新燃岳）

気象庁は、火山災害軽減のため、全国110の活火山を対象として 噴火警報 を発表しています。
噴火警報は、生命に危険を及ぼす火山現象（大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流等、

発生から短時間で火口周辺や居住地域に到達し、避難までの時間的猶予がほとんどない現象）の発生やその

拡大が予想される場合に、「警戒が必要な範囲」（生命に危険を及ぼす範囲、下図の　  の範囲）を明示して
発表します。

高温の火砕物（火山灰、軽石等）と高温のガスが一体となって
猛スピードで山腹を駆け下る現象です。温度数百度、最大時速100km
以上にも達し、その通過域では焼失・破壊など壊滅的な被害が
生じます。

噴火に伴う火砕流等の熱によって積雪が融け、大量の水と土砂が一体と
なって高速で流れ下る現象です。時速60kmを超えることもあり、
積雪の状況によっては谷筋や沢沿いをはるか遠方まで一気に
流下し、通過域では壊滅的な被害が生じます。

なお、「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶ場合に発表する「噴火警報（居住地域）」を　　　　　と
して位置づけています。
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噴火警報（火口周辺）
入山規制等が必要な市町村：

A市、B市、C市

噴火警報（火口周辺）
入山規制等が必要な市町村

A市、B市、C市、D市

噴火警報（居住地域）
避難等が必要な市町村：A市、C市

入山規制等が必要な市町村：B市、D市

※

※噴火警報（居住地域）を特別警報に位置づけています。

○「警戒が必要な範囲」は必ずしも同心円であるとは限らず、火山活動の各段階に対して火山ハザードマップ等に基づいて設定されています。
    詳しくは地元の市町村や気象台にお気軽にお問い合わせください。
○ 各火山のリーフレットもご確認ください。http://www.seisvol.kishou.go.jp/tokyo/keikailevel.html

噴火警報では、主にこれらの現象に対する「警戒が必要な範囲」を発表します。 これ
らの現象は、発生を確認してから避難するのでは間に合わないため、噴火警報を活用
した事前の避難や入山規制等が必要です。

爆発的な噴火によって火口から吹き飛ばされた直径約50cm以上の大
きな岩石等は、風の影響を受けずに弾道を描いて飛散して短時間で
落下し、建物の屋根を打ち破るほどの破壊力を持っています。

特別警報



○ 各レベルには、「警戒が必要な範囲」を踏まえて、防災機関等の行動が５段階のキーワード（「避難」、
「避難準備」、「入山規制」、「火口周辺規制」、「平常」）として示されています。

○ 「警戒が必要な範囲」が居住地域まで及ぶレベル５（避難）及びレベル４（避難準備）については、
「噴火警報（居住地域）」で発表します。

、はていつに）制規辺周口火（２ルベレび及）制規山入（３ルベレるれら限に辺周口火が」囲範な要必が戒警「 ○
「噴火警報（火口周辺）」で発表します。

○ 噴火警戒レベルに応じた「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」については、地元の火山防災協議会に
おける避難計画の共同検討を通じて、市町村や都道府県の地域防災計画に定められています。

の制体測観・視監にめたの災防山火「○
充 実 等が必 要な火 山 」として 火 山
噴火予知連絡会によって４７火山 が
選定されています。

○ 気象庁では、これら４７火山に観測施設
を整備し、関係機関の協力も得て、
「常時観測火山」として２４時間体制
で火山活動を監視しています。

○ 常時観測火山については、国全体の 
「防災基本計画」に基づき、地元の
都道府県・市町村・気象台・砂防部局・ 
火山専門家等の関係機関が協力して 
火 山 防 災 協 議 会を設 置・開 催し、
噴火シナリオや火山ハザードマップを
用い、避難計画（いつ・どこから誰が・ 
どこへ・どのように避難するか）の
共同検討を通じて、噴火警戒レベル  

（いつ・どこから誰が避難するか）の 
設定・改善を共同で進めていきます。

火山防災協議会

噴火警戒
レベル

避難計画

危険な居住地域から

の避難等が必要（状

況に応じて対象地域

や方法等を判断）。

警戒が必要な居住地

域での避難の準備、災

害時要援護者の避難

等が必要（状況に応じ

て対象地域を判断）。

通常の生活（今後の

火山活動の推移に注

意。入山規制）。状

況に応じて災害時要

援護者の避難準備等。

登山禁止・入山規

制等、危険な地域

への立 入 規 制 等

（状況に応じて規制

範囲を判断）。

通常の生活。

火口周辺への立入

規制等（状況に応

じて火口周辺の規

制範囲を判断）。

特になし（状況に

応じて火口内への

立入規制等）。

レベルとキーワード
火山活動の状況 住民等の行動 登山者・入山者への対応

説明

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生、あ

るいは切迫している状態

にある。

居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生する

と予想される（可能性が

高まってきている）。

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす（この範囲に

入った場合には生命に危険

が及ぶ）噴火が発生、ある

いは発生すると予想される。

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ）

噴火が発生、あるいは発

生すると予想される。

火山活動は静穏。

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が

見られる（この範囲に入った

場合には生命に危険が及ぶ）。

居住地域

及び
それより

火口側

噴火警報

（居住地域）

火口から

居住地域

近くまで

火口周辺

火口内等

噴火警報
（火口周辺）

避難準備

入山規制

火口周辺

規制

避難

噴火予報

  又は
火口周辺警報

  又は

噴火警報

平常

噴火警戒レベル噴火警戒レベル噴火警戒レベル噴火警戒レベル

平成25年8月

秋田駒ヶ岳

岩手山

箱根山

諏訪之瀬島

雲仙岳

磐梯山

北海道駒ヶ岳

十勝岳

樽前山

雌阿寒岳

那須岳

吾妻山

安達太良山

浅間山伊豆大島

三宅島

桜島

阿蘇山

霧島山

九重山
薩摩硫黄島

口永良部島

大雪山

栗駒山

日光白根山

新島

神津島
八丈島
青ヶ島

乗鞍岳

白山

秋田焼山

恵山

蔵王山

鶴見岳・伽藍岳

鳥海山 倶多楽

岩木山

アトサヌプリ

草津白根山

御嶽山

有珠山

伊豆東部火山群

富士山

活火山（110火山）
火山防災のために監視･観測体制
の充実等が必要な火山として
火山噴火予知連絡会によって
選定された47火山（気象庁の常時観測火山）

噴火警戒レベルが運用されて
いる30火山（平成25年７月現在）

火山名

伊豆・小笠原諸島

硫黄島

弥陀ヶ原

新潟焼山焼岳

南西諸島

として

秋田焼山

対象範囲名　称種別
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